
 
国 不 建 第 １ ３ ５ 号 
令和２年  ９月１８日 

 
  建設業団体の長  殿 
 
 
                   国土交通省不動産・建設経済局建設業課長 

（ 公 印 省 略 ） 
 
 

災害に備えた待機時における作業員等の安全確保について 
 
 
 建設企業は、災害発生時の状況把握や災害応急対策、災害復旧に関する工事を最前線

で担う「地域の守り手」として、住民の安全・安心の確保に大変重要な役割を果たして

います。 
各種団体等との災害協定や維持工事の契約等に基づく出動要請に備えて待機する場合

には、当該待機拠点について、あらかじめ、ハザードマップで災害の危険性を確認し、

作業員等へ周知することや、万が一、災害の危険が差し迫った際には、避難情報等に注

意し、作業員等の安全確保を最優先に行動することが極めて重要です。 
これらの点について、災害協定締結業者や維持工事等の契約相手方に周知するよう、

別添１、２及び３のとおり、地方整備局及び地方公共団体等宛てに通知されております

ので、各通知の記載内容について十分ご留意いただくとともに、傘下企業に対する周知

・徹底をお願いいたします。 
 
 
 
 
［別添１］水管理・国土保全局防災課長から地方整備局等あて通知（国水防第９３号） 
［別紙２］大臣官房技術調査課長から地方整備局等あて通知（国官技第１６８号） 
［別添３］不動産・建設経済局建設業課長から各都道府県入札契約担当部局長あて通知 

（国不入企第１４号） 
 



 

国 水 防 第 ９ ３ 号 

令和２年９月１８日 

 

北海道開発局 事業振興部長 殿 

各地方整備局 統 括 防 災 官 殿 

沖縄総合事務局 開発建設部長 殿 

 

国土交通省  

水管理・国土保全局 防災課長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

災害協定に基づく活動に備えた待機時における作業員等の安全確保について 

 

 

日頃より災害対応、災害関連業務へのご理解・ご協力ありがとうございます。 

本年も令和２年７月豪雨や台風第 10 号など、地域に深刻な影響を与える自然災害

が相次いで発生しています。 

災害発生時の状況把握や災害応急対策又は災害復旧に関する工事及び業務を迅速

かつ円滑に実施するため、あらかじめ、災害時の履行体制を有する建設業者団体や業

務に関する各種団体等と災害協定の締結等必要な措置を講じていただいているとこ

ろですが、災害協定に基づく出動要請に備えて待機する場合、下記の点に留意いただ

くよう、災害協定締結業者に周知・徹底願います。 

また、国土交通省の対応を参考にしていただくため、貴局管内の都道府県等に対し

ても当文書を共有いただくようお願いします。 

 

記 

 

(1) 災害対応に関する工事又は業務の実施に備えた待機拠点について、あらかじめ、

市町村が作成する洪水や高潮、津波、土砂災害等のハザードマップ（※１）で災

害の危険性を確認し、作業員等へ周知すること。 

 

(2) 災害の危険が差し迫った際においては、河川の水位や土砂災害の危険性などの情

報（※２）、市町村等から発表される避難情報等に注意し、作業員等の安全確保を

最優先に行動すること。 

 

※１ ハザードマップの情報は、市町村のホームページや「ハザードマップポータルサイト」

からご確認いただけます。 

※２ 河川の水位や土砂災害の危険性の情報は、「川の防災情報」や「危険度分布」などから

ご確認いただけます。 

 

以上 

別添１

akezuma-t24x
四角形



ハザードマップ 検索https://disaportal.gsi.go.jp/

・・・

住所検索フォームに住所を入力！

国土交通省国土地理院 応用地理部 地理情報処理課
国土交通省 水管理・国土保全局防災課

○お問合せ先（国土地理院）

TEL:029-864-1111（代表）
Email:gsi-portal@gxb.mlit.go.jp

身のまわりの災害リスクを簡単に調べることができます！

各種災害リスク情報

全国各市町村のハザードマップを
ご覧になりたい方はこちら

身のまわりの災害リスクを
まとめて知りたい方はこちら

▲②ハザードマップの
種類を選択

（東京都葛飾区の事例）

土砂災害（土石流）により
道路が寸断される可能性

大雨の際に通行できないおそれがある道路

冠水するおそれがある道路
（大雨の際に通行できないおそれ）

洪水時に浸水の
おそれがある範囲

▲市区町村名を選択

洪水浸水想定区域

津波浸水想定

土砂災害警戒区域等

道路防災情報

【表示例】洪水浸水想定区域＋土砂災害警戒区域等＋道路防災情報

（参考）



国 官 技 第 1 6 8 号

令和２年９月 18 日

各地方整備局 企画部長 殿

北海道開発局 事業振興部長 殿

沖縄総合事務局 開発建設部長 殿

大臣官房 技術調査課長

災害に備えた待機時における作業員等の安全確保について

災害発生時の状況把握や災害応急対策又は災害復旧にあたっては、建設業者団体や

業務に関する各種団体等との災害協定に基づく対応のほか、維持工事等の契約に基づ

いた対応が行われている。

この度、別紙「災害協定に基づく活用に備えた待機時における作業員等の安全確保

について」（令和２年９月 18 日付け国水防第 93 号）により、災害協定に基づく出動

要請に備える場合の留意点について通知されたところであるが、これに限らず、維持

工事等の契約に基づいた出動要請に備える場合においても留意いただくよう、維持工

事等の契約に基づく受注者に周知・徹底されたい。

別添２
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四角形



別添３ 

 

国不入企第１４号 

令和２年９月１８日 

 

 

各都道府県入札契約担当部局長 殿 

各指定都市入札契約担当部局長 殿 

 

 

国土交通省不動産・建設経済局建設業課長   

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

災害に備えた待機時における作業員等の安全確保について 

 

 

災害発生時の状況把握や災害応急対策、災害復旧に関する工事及び調査・設計・測量等につい

ては、建設業者団体や業務に関する各種団体等との災害協定のほか、維持工事等の契約に基づき

実施されているところです。 

この度、災害協定に基づく出動要請に備えて待機する場合の留意点について、別紙１「災害協

定に基づく活動に備えた待機時における作業員等の安全確保について」（令和２年９月18日付け

国水防第93号）により、地方整備局等宛てに通知しておりますので、お知らせいたします。 

また、維持工事等の契約に基づく出動要請に備える場合についても、同様に留意するよう、別

紙２「災害に備えた待機時における作業員等の安全確保について」（令和２年９月18日付け国官

技第168号）により、地方整備局等宛てに通知したところです。 

貴団体におかれても、その内容についてご理解いただくとともに、維持工事等の契約を締結し

ている受注者に対して、維持工事等の契約に基づく出動要請に備えて待機する場合には、別紙１

「災害協定に基づく活動に備えた待機時における作業員等の安全確保について」に記載した点に

留意していただくよう、周知をお願いいたします。 

また、各都道府県におかれては、貴都道府県内の市区町村（指定都市を除く。）に対する周知を

お願いいたします。 
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